
子どもを守る地域ネットワーク  

ネットワークが機能すると・・・  機能していない自治体の場合   

「気になるケース」は、市町村の協  
議会の実務者会議などで検討  

・ 来月の3歳児健診の際に、保健師   
が声をかけてみようか。  

・末受診ならば、保健師が訪問する   
ことにしてはどうか？  

・生活保護のケースワーカーと相談   

してみようか。  

など   



○協議事項や地域の実情に応じて会議を設定し、効果的な情報交換、意見交換を進める。  

実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議における協議書項としては例えば次のようなものが考えられる。   
① 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討   

②定期的に（例えば3か月に1度）、全ての虐待ケースについての状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を実施   

③要保護児童対策を推進するための啓発活動   

④協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告  

※協議会は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。  

※この協力要請は、協議会の構成員以外の関係機関等に対して行うことも可能。  15   



【次世代育成支援対策交付金】  

付加的事業  ※基本事業の実施が要件  

・地域ネットワーク活動や訪問事業   

活動について、地域住民への周知   



生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）【実施主体：市区町村】   



平成20年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」都道府県別実施状況  

生後4か月までの全戸訪問事業  
育児支援家庭訪問事業  

生後4か月までの全戸訪問事業  

（こんにちは赤ちやん事業）  （こんにちは赤ちゃん事業）  
育児支援家庭訪問事業  

実施市区町村数   実施率   実施市区町村数  実施率  実施市区町村数   実施率   実施市区町村数   実施率   

北 海 道   114   63．3％   67   37．2％   滋 賀 県   21   80．8％   16   61．5％   

青 森 県   22   55．0％   10   25，0％   京 都 府   16   61．5％   14   53．8％   

岩 手 県   33   94．3％   23   65．7％   大 阪 府   30   69．8％   32   74．4％   

宮 城 県   35   97．2％   32   8臥9％   兵 庫 県   37   90．2％   24   58．5％   

秋 田 県   17   68．0％   4   16．0％   奈 良 県   16   41．0％   14   35．9％   

山 形 県   31   88．6％   22   62．9％   和 歌 山 県   12   40．0％   5   16，7％   

福 島 県   30   50．0％   16   26．7％   鳥 取 県   14   73．7％   3   15．8％   

茨 城 県   30   6臥2％   21   47，7％   島 根 県   17   81．0％   12   57．1％   

栃 木 県   25   80．6％   17   54．8％   岡 山 県   22   81．5％   18   66．7％   

群 馬 県   28   73．7％   16   42．1％   広 島 県   19   82．6％   47．8％   

埼 玉 県   43   61．4％   29   41．4％   山 口 県   17   85．0％   55，0％   

千 葉 県   36   64．3％   17   30．4％   徳 島 県   16   66．7％   9   37．5％   

東 京 都   40   64．5％   45   72．6％   香 川 県   13   76，5％   7   41．2％   

神 奈 川 県   16   4臥5％   13   39．4％   愛 媛 県   12   60．0％   6   30．0％   

新 潟 県   25   80．6％   13   41．9％   高 知 県   19   55．9％   32．4％   

富 山 県   12   80．0％   6   40．0％   福 岡 県   34   51．5％   30   45．5％   

石 川 県   19   100．0％   19   100．0％   佐 賀 県   19   95．0％   9   45．0％   

福 井 県   17   100．0％   5   29．4％   長 崎 県   20   87．0％   14   60．9％   

山 梨 県   21   75．0％   16   57．1％   熊 本 県   32   66．7％   14   29．2％   

長 野 県   56   69．1％   28   34．6％   大 分 県   13   72．2％   10   55．6％   

岐 阜 県   31   73．8％   16   38．1％   宮 崎 県   14   46．7％   6   20，0％   

静 岡 県   31   75．6％   15   36．6％   鹿 児 島 県   23   50．0％   10   21．7％   

愛 知 県   38   65．5％   35   60．3％   沖 縄 県   38   92．7％   16   39．0％   

三 重 県   20   69，0％   13   44．8％   全国計／平均   1．244   71．8％   800   45．4％  

平 成 柑 年度   1．0（∋3   58．2％   784   42．9％   

※ 各都道府県には政令指定都市・中核市を含む。  

※ 平成20年度次世代育成支援対策交付金内示ベース  
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地域ネットワークと訪問事業との連携強化（イメージ）  

19   



「子どもと家族を応援する日本」重点戦略のポイント  

Ⅰ重点戦略策定の視点  

○等後の労働力人口の急速な減少と、結婚や出産・子育てに関する希望と現実の素離の拡大  

○人口減少下で、持続的な経済発展の基盤として必要なこと  

「若者や女性、高齢者の労働市場参加の実現」  

「国民の希望する結婚や出産・子育ての実現」  

「二者択一構造」解消のための「車の両輪」→速やかに軌道に乗せる必要  

働き方の改革による  菊宮寵嶺？≠、、・気く章二辱靂■こ≠ミズ－波トー   t㌻哀奴二豆∧モノ｝滝ば寵溢トぅ．ノ㍊ニミミ≠            仕事と生活の調和の実現  

仕事と生活の調和が実現した社会の姿  

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、  
家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多  
様な生き方力†選択・実現できる社会  

③多様な働き方・生き方が  
選択できる社会  

②健康で豊かな生活のため  

の時間が確保できる社会  
①就労による経済的自立が  

可能な社会  

各主体の取組を推進するための社会全体の目標を設定  
（代表例）   

○第1子出産前後の女性の継続  

就業率   
38．0％→55％  

○育児休業取得率  
（女性）72．3％→80％  
（男性）0．50％→10％  

0男性の育児・家事関連時間  
（6歳末満児のいる家庭）   

60分／日→2．5時間／日  

○就業率（②、③にも関連）  
＜女性（25～44才）＞   

64．9％一→69～72％  
＜高齢者（60′）64才）＞   

52．6％一→60′）61％  

○フリーターの数  
187万人一→144．7万人以下  

○過労働時間60時間以上の雇用  

者の割合  
10．8％ 一→半減  

○年次有給休暇取得率   
46．6％ →完全取得  

（いずれも 現状→10年後）  

社会全体としての進捗状況を把握・評価  

関係者が果たすべき役割  

国・地方公共団体  企業と  

国民運動を通じた気運の醸  協調して生産性の  

枠組みの構築や環境整備など  場の意識や職場風土の改革とあ  

き方の改革に自主的に取り組む  支援策への積極的な取組、地域の実情  

に応じた展開   




